
 
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
江
田
島
市
か
ら
、
江
田
島
都
市
計
画
公
園
二
・
二
・
一
号
向
側
公
園
、
二
・

二
・
二
号
中
郷
公
園
、
二
・
二
・
三
号
ハ
タ
カ
ミ
公
園
、
二
・
二
・
四
号
津
久
茂
公
園
、
二
・
二
・
五
号
秋

月
公
園
、
二
・
二
・
六
号
秋
月
北
公
園
、
三
・
三
・
一
号
江
田
島
中
央
公
園
、
三
・
三
・
二
号
鷲
部
公
園
、

三
・
三
・
三
号
古
鷹
公
園
、
四
・
四
・
一
号
江
田
島
公
園
、
六
・
五
・
一
号
江
田
島
市
総
合
運
動
公
園
、

七
・
四
・
一
号
古
鷹
記
念
公
園
の
変
更
に
係
る
同
法
第
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を

受
け
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、

当
該
図
書
の
写
し
を
広
島
県
土
木
局
都
市
計
画
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 
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